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 （岐阜市所管の施設等を含む。） 

 

岐阜県健康福祉部障害福祉課長 

 

岐阜県福祉事業所等医療的ケア支援事業補助金交付要綱の一部改正について（周知） 

 

日頃より県の障がい福祉施策の推進にご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

標記の件につきまして、岐阜県健康福祉部医療福祉連携推進課から別紙のとおり補助

金に関する通知がありましたので、お知らせします。 

なお、当該補助金の概要や手続きに関するお問合わせは、医療福祉連携推進課までお

願いいたします。 
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